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Ⅰー１ 森林計画制度の体系
森林・林業基本計画
（20年後のあるべき姿）

政府

全国森林計画（15年計画）

農林水産大臣

R3.6 閣議決定

R5.10 閣議決定
R6.4.1～R21.3.31）

１

森林・林業基本法
（S39）

森林法（S26）
第4条

地域森林計画（10年計画）

都道府県知事 森林法第5条

民有林 国有林

地域森林計画とは
森林計画区別に、5年ごとに10年を一期とする計画
【計画内容】
○計画の大綱（基本方針）
○計画の対象とする森林の区域
○立木竹の伐採、造林、公益的機能別施業森林等
の整備、林道等の開設、森林施業の合理化、保安施
設（保安林、治山事業等）の整備、森林の保護、
保健機能森林の整備等に関する事項

地域別の森林計画（10年計画）

森林管理局長

市町村森林整備計画（10年計画）

森林経営計画（５年計画）

市町村長

林業事業体等

森林法第10の5

森林法第11条

２
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Ⅰー２ 地域森林計画の樹立サイクル ２



佐賀県施策方針2023

佐賀東部地域森林計画
・期間：R8～R17（１０年間）
・内容：立木伐採計画、造林計画等

施策分野
【環境】
多様な森林（もり）・緑づくり

【林業】
持続可能な林業の確立

整
合

県

○伐採計画は、森林資源
の平準化（フラット化）
を目標として計画

○造林計画は、伐採計画
（主伐）と連動

○今回、５年毎の定期的な策
定であり、前回策定（R3）
から林齢を５年更新し、
森林資源現況を見直し
（蓄積増加）

３

ビジョンの記載内容に合わせて
計画書の文言を改正

森林環境税の
継続・見直し

（ 第 Ⅳ 期 ： R 5 ～ R 9 ）
（第Ⅴ期見込：R10～R14 ）

整
合

「佐賀の森林・林業ビジョン」
（2023年策定）

※2050年度の森林の姿

【目指す姿】
持続可能なさがの森林・
林業の確立

【基本方針】
・森を守る
・人を育てる
・木を使う

Ⅰー３ 地域森林計画の位置づけ等 ３

■森林計画区名 ： 佐賀東部地域森林計画区（佐賀市ほか７市、８町）
佐賀市、鳥栖市、多久市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、
神埼市、吉野ヶ里町、みやき町、上峰町、大町町、江北町、
白石町、太良町

■地域の概況
主な山地等 ：（福岡県境）九千部山、脊振山

（中 部）天山、八幡岳、黒髪山、神六山
（長崎県境）多良岳、経ケ岳

主な河川 ：（１級河川）筑後川、嘉瀬川、牛津川、六角川
（２級河川）塩田川、鹿島川、糸岐川

気象〔５年間平均〕：（気温）佐賀市：18.0℃、嬉野市：16.3℃
（年降水量）佐賀市：2,247㎜、嬉野市：2,592㎜

４Ⅱー１ 計画区の概況 ４



佐賀東部

佐賀西部

県内森林面積
94,317ha

人工林

38,499ha 

天然林

11,935ha 

その他

4,729ha 

人工林 天然林 その他

佐賀市 吉野ヶ里町 鳥栖市
基山町 多久市 みやき町
武雄市 上峰町 鹿島市 大町町
小城市 江北町 嬉野市 白石町
神埼市 太良町

佐賀西部地域森林計画
（R5.4.1～R15.3.31）

佐賀東部地域森林計画
（R8.4.1～R18.3.31）

唐津市
伊万里市
玄海町
有田町

西部地域の森林面積

39,153ha

５

人工林

24,895ha 

天然林

10,560ha 

その他

3,698ha 

人工林 天然林 その他

Ⅱー２ 計画の対象とする森林の区域 ５

55,164ha

東部地域の森林面積

・木材価格の長期低迷
・担い手の減少、高齢化

林業生産活動の停滞

■多様なニーズに応える
多様な森林づくりの推進

→水資源を守る森林整備

→防災につながる森林整備

→うるおいとやすらぎのある森林・

生命を育む森林整備

→木材等環境資源の生産に対応した

森林整備

■多様な主体による森林整備
の推進

→県民協働による森林づく

→森林整備の担い手の育成

■森林の多様な活用の推進
→木材等森林資源の持続的
利用

→森林の多角的利用

６

森林の多面的
機能の発揮

計画期間中の重点施策計画期間中の重点施策

Ⅱー３計画樹立に当たっての基本的な考え方 ６

荒廃森林の増加荒廃森林の増加現 状

多様な森林づくり

課 題課 題

目指す姿目指す姿

生物多様性保全生物多様性保全

地球環境保全地球環境保全

土砂災害防止機能
／土壌保全機能
土砂災害防止機能
／土壌保全機能

水源かん養機能水源かん養機能

快適環境形成機能快適環境形成機能

保健・レクリエー
ション機能

保健・レクリエー
ション機能

文化機能文化機能

物質生産機能物質生産機能



目 次Ⅲー１－① 森林資源の推移 ７

38,424 38,459 38,499 

11,867 11,966 11,935 

4,779 4,787 4,730 
55,070 55,212 55,164 

0
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H27 R2 R7

森林面積の推移

人工林

天然林

その他

15,324 
16,934 18,387 

2,373 
2,441 

2,470 17,697 
19,375 

20,857 

0
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森林蓄積の推移

天然林

人工林

(ha) (千m3)

Ⅲー１－② 森林資源の構成 ８
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人工林の齢級別面積

10年後 ９６％

ha

齢級
～

現在 ９２％

搬出間伐・主伐除間伐

利用可能な森林

１2齢級（56～60
年生）がピーク

※齢級は林齢を5年括りとしたもの
（例）1齢級：1～5年生



搬出間伐・主伐

１４

計画的に伐採、植林を行い人工林面積のピークを下げながら、徐々に、森林の平準化を目指す。

0
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9,000

10,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

人工林の齢級別面積
25年前（2000年） 現状（2025年） 25年後（2050年） ピーク等部分を伐採し、

平準化を図っていくこと
が重要

25年後に面積のピーク
は２割減

25年後には若い森
林が増加
（1～5齢級の森林面
積が現状の約5.3倍）

搬出間伐・主伐除間伐
※齢級は林齢を5年括りとしたもの

（例）1齢級：1～5年生

ha

Ⅲー１－③ 森林資源の構成 ９

齢級
～

Ⅲー２－① 主な計画事項

森林を健全な状態に育成し、
循環させることが重要

間伐
保安施設

（治山事業等）

・下記事項等について、10年を一期として計画

計画事項
10

森林施業の合理化
（機械化等）

造林

主伐

下刈

林道の開設



Ⅲー２－② 森林の立木竹の伐採
・全国森林計画や今後の施策推進等を考慮し、主伐及び間伐計画量を決定

○主伐量は、充実した森林資源（齢級構成）の平
準化を目指して、皆伐を推進していくこととし、
現計画の約1.2倍で計画

○間伐量は、今後の主伐と合わせた全体の伐採
量を考慮し、現計画から約24％減で計画

皆 伐

搬出間伐

計画事項

1,217 

823 

1,491 

623 

0

200
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1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

主伐 間伐

（千㎥） 立木伐採材積 現計画 新計画
(R3～R12） （R8～R17）
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Ⅲー２－③ 造林

2,246 

84 

2,585 

108 
0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

人工造林 天然更新

（ha） 造林面積

・伐採（主伐）計画量を考慮のうえ、造林の計画量を決定

針葉樹の造林

広葉樹の天然更新

計画事項

現計画 新計画
(R3～R12） （R8～R17）

※天然更新とは、種子の発芽や樹木の切株からの発芽（萌芽）の成長に
よる伐採跡地の更新方法

12

○人工造林については、伐採（皆伐）の推進に伴い
増加する計画

○天然更新については、天然林の伐採量が少ないこ
とから、現計画程度



Ⅲー２－④ 林道の開設その他林産物の搬出
・林道網の整備は骨格的な林道から支線的な林道を主体に整備

【林道の整備延長及び林道密度】
（単位 上段：km、下段（ ）：m/ha）

・トラック運搬のための林道整備から、搬出間伐促進のための高性能林業機械の走行
を想定した「森林作業道」の整備にシフト

R18
（10年後）

R7末
（現状）

区分

780.9
（14.2）

739.4
（13.4）

林道

計画事項

49.2
41.5 

0

10

20

30

40

50

60
（㎞）

林道の開設延長

現計画 新計画
(R3～R13） （R8～R18）

（34路線）

（42路線）

13

林道の開設

○基幹路網となる林道については、林道密度
を10年後に14.2m/haまで延ばすことを目標

Ⅲー２－⑤ 森林施業の合理化

・森林経営の受委託による森林の経営規模の拡大（施業集約化の取組方針を明確化）
・林業に従事する者の養成及び確保
・作業システムの高度化（高性能林業機械の導入の促進）

流域内の公共団体、森林・林業・木材産業関係者の合意を図りつつ、地域の実情
に応じ推進

森林作業道作設の研修状況 高性能林業機械による作業状況

計画事項
14



Ⅲー２－⑥ 保安施設（保安林の指定・解除）

20,245ha 20,524ha1,065 1,049 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000
保安林指定(計画期末実面積)

・水源のかん養、土砂流出の防備、公衆の保健等を目的に、保安林の
指定を積極的に推進する。また、錯誤により指定された保安林を計
画的に解除する

保安林として管理すべき森林

水源涵養保安林

計画事項

・令和15年度末の国割当量を勘案し、計画期間内（R8～R17）の計画量を算出
計画（※今後10年間で1,050ha指定、79ha解除）

現況面積
19,180ha

現況面積
19,475ha

現計画
(R3～R12)

新計画
(R8～R17)

10年間の指定計画
面積

ha ha
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Ⅲー２－⑦ 保安施設（治山事業の実施）

・山地災害の激甚化・頻発化を踏まえ、第１次国土強靭
化実施中期計画等に基づき、森林整備・治山対策を推進

実施すべき治山事業

計画事項

・治山事業の施工地区数は、山地災害危険地区の
 危険度が高い箇所を優先して計画

299
264 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

（地区）
治山事業の施工地区数

現計画 新計画
(R3～R12） （R8～R17）

（復旧後）

山腹崩壊の復旧状況

16

（被災後）



立木竹：土地に生育する個々の樹木や竹。
針葉樹：細くとがった葉を持つ樹木（スギ、ヒノキ等）。
広葉樹：扁平な葉を持つ樹木（クスノキ、クヌギ等）。
林齢：森林の年齢。人工林では苗木を植栽した年度を１年生とし、以後、２年生、３年生と

数える。
齢級：森林の林齢を５年の幅で括ったもの。１～５年生を１齢級、６～１０年生を２齢級と

数える。
民有林：国有林以外をいい、個人、会社等が所有する私有林、県や市町等が所有する公有林

に区分される。
人工林：人為を加えて成立した森林。
天然生林：自然の推移に委ね、主として自然の力を活用することにより、保全・管理されてい

る森林。
保安林：水源の涵養等特定の公共目的を達成するため、国や県によって指定される森林。
要整備森林：保安林のうち、手入れが行われずに荒廃し、機能低下が懸念される森林。
治山事業： 国土の保全等目的として、荒廃山地等の復旧や森林の維持・造成を行う公共事業。

（保安林が対象）
環境林：水環境保全や景観保全などの視点で、多様な森林づくりを進めるために県が独自に

選定した森林。
保健機能森林：森林浴や森林レクリェーション活動など森林の有する保健機能の増進を図る

べき森林。
主伐：次の世代の森林の造成を伴う森林の一部又は全部の伐採。
皆伐：一定範囲の樹木を一時に全部伐採する主伐の一種
択伐：森林内の樹木の一部を抜き切りする主伐の一種。
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伐期：主伐が予定される時期。
間伐：樹木の混み具合に応じて育成する樹木の一部を伐採（間引き）し、残存木の成長を促進

する作業。
搬出（利用）間伐：間伐材を利用するために林外に持ち出す間伐。
切捨間伐：採算が合わないことから、間伐材を林内に残置する間伐。
人工造林（植林）：苗木の植栽、種子の巻き付け、さし木等の人為的な方法により森林を造成

すること。
天然更新：種子の発芽や樹木の切株からの発芽（萌芽）の成長による伐採跡地の更新方法。
下刈：植栽した苗木の生育を妨げる雑草等を刈り払う作業。
森林整備：森林施業とそのために必要な施設の作設、維持等を通じて森林を育成すること。
森林施業：目的とする森林を育成するために行う造林、保育、伐採等の一連の森林に対する

人為的行為を実施すること。
施業の集約化：林業事業体などが隣接する複数の森林所有者から、路網の作設や間伐等の

施業を受託し、一括して行うこと。
林道：木材などの林産物を運搬するために森林内に開設された道。
森林作業道：林道を補完し、間伐等の作業を行うために作設される簡易な構造の道。
高性能林業機械：従来のチェーンソー等に比べて、作業効率等の面で優れた性能を持つ林業

機械。
素材生産：立木を伐採し、枝葉や梢端部分を取り除き、丸太にする工程。
集成材：板材（ラミナ）を繊維（木目）の方向が併行になるように、長さ、幅、厚さの各方向

に接着した製品。
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